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「ひとり親が理解を深める共同養育シンポジウム」 開催概要 案内 
 
 

 
開催⽇ :  2024 年 9 ⽉ 16 ⽇（⽉・祝）   
時間 :  13:00〜16:00   
場所 :  ⼤阪府⽴男⼥共同参画・⻘少年センター（ドーンセンター）5 階 セミナー室 2   
参加費 :  500 円   
対象 :  ⼀般⼥性、⼤学⽣、⾼校⽣、地⽅議会議員、⾏政職員、教育関係者、⼼理関係者   
定員 :  50 ⼈（会場参加）、オンライン参加（ZOOM） アーカイブ配信 無し 
 

 
開催趣旨 

このシンポジウムは、離婚後の共同養育に不安を抱えている⽅々を対象に、共同親権や共同養育の
重要性を理解し、現実的な対応策を共有する場として開催されます。近年、⽇本においても離婚後
の共同親権の導⼊が議論されており、多くの家庭が新しい法制度に向き合う必要があります。しか
し、共同養育には多くの不安や課題が伴い、実際の現場でどのように対応すべきか悩む親たちが増
加しています。本シンポジウムでは、共同養育概念の専⾨家、法律家、そして実際に⽀援活動を⾏
う NPO 法⼈の代表者が登壇し、それぞれの視点から共同養育の実態と⽀援のあり⽅について講演
を⾏います。また、参加者同⼠の意⾒交換の場も設け、実際に抱えている不安や課題を共有し、共
に解決策を模索する機会を提供いたします。 

 
登壇者と講演概要 
 
 築城由佳さん 

NPO 法⼈ ハッピーシェアリング代表 
⼤阪府 ⺟⼦寡婦⽀援 ⾯会交流⽀援 指定事業者 
 
築城由佳さんは、離婚別居後の親たちとその⼦どもたちを⽀援する「ハッピーシェアリング」の代
表として、多く⼦どもたちと両親の間で葛藤の低下に尽⼒されてきました。ハッピーシェアリング
は、シングルマザーのコミュニティとして始まり、就労⽀援や⾯会交流⽀援、共同養育サポートを
提供しています。築城さんの講演では、離婚後の⺟親がどのようにして⾃⽴し、経済的安定を得て
⼼の安定を取り戻していくか、そして⾯会交流を通じて⽗親への信頼を回復していく過程が紹介さ
れます。また、⼦どもたちが本当の気持ちを⾔える環境を整えるために、両親や⽀援者がどのよう
に協⼒すべきかについても議論されます。さらに、共同養育が⼦どもたちに与えるポジティブな影
響と、それを実現するために不可⽋な信頼構築やコミュニケーションの重要性についても深く掘り
下げられます。築城さんの経験と知⾒を通じて、共同養育の重要性とその実現に向けた具体的な取
り組みが⽰されることで、多くの⼈々が新たな視点を得ることが期待されます。 

 
 鈴⽊明⼦さん 

中央⼤学法学部兼任講師 
共同養育⽀援法 全国連絡会 ⺟の会 アドバイザー兼共同責任者 
 
鈴⽊明⼦さんは、共同養育⽀援法 全国連絡会 ⺟の会の⼀員として、法的な側⾯から共同親権の必
要性を訴え続けてきました。今回の講演では、2024 年 5 ⽉に参議院法務委員会で提出された共同



 2 

親権法案に関する経緯や、同法案が家庭に及ぼす影響について解説します。⽇本の「縁切り⽂化」
は、家族の断絶や親⼦の分離を促進してきましたが、これを「縁結び」に転換することが今後の課
題です。⺟親と⼦どもが引き離される現状は、単独親権制度が⼀因となっています。今回の⺠法改
正が、この断絶を防ぎ、親⼦の絆を再び結び直す⼀歩となることを期待します。親⼦関係を守るた
めに、法的な制度設計やガイドラインの改善が求められています。また、別居親の⼼情や他国の事
例を参考にしながら、⽇本における共同親権導⼊の課題とその解決策を議論します。 

 
 
 ⿊⽥愛さん 

弁護⼠ ⼤阪弁護⼠会所属 
公益社団法⼈ ⽇本仲裁⼈協会 理事 
公益社団法⼈ ⺠間総合調停センター 理事 

 
⿊⽥愛弁護⼠は、家族法の改正について講演されます。現⾏までの⽇本の単独親権制度と、国際的
に⼀般的な共同親権制度の違いを解説し、⽇本においても共同親権を導⼊することの可能性につい
て説明されます。国際結婚における⼦どもの連れ去りを防⽌するための「ハーグ条約」の重要性に
も触れ、国際的なルールに合わせた制度改⾰の必要性を強調されます。また、家族法改正が進む中
で、⽇本独⾃の⽂化や価値観を尊重しつつ、⼦どもにとって最善の育成環境を提供するために、他
国の制度を参考にした柔軟なアプローチが求められています。⿊⽥弁護⼠の講演は、家族の在り⽅
や法制度の変⾰に関⼼を持つ多くの⼈々にとって、⽰唆に富む内容です。 

 
 
参加⽅法 
 

本シンポジウムは、会場参加とオンライン参加の両⽅でご参加いただけます。会場参加の定員は 50
名ですので、早めの申し込みをお勧めします。オンライン参加の⽅には、後⽇ ZOOM の URLとパ
スワードをお送りいたします。申し込みは、８⽉末からお知らせする専⽤URLからお願いいたし
ます。 
 
シンポジウム終了後には、参加者同⼠と会場からの質疑を交えて意⾒交換を⾏い、共同養育に関す
る不安や疑問を共有し、共に解決策を模索する場を設けています。この機会に、ぜひ多くの⽅のご
参加をお待ちしております。 
 
お問い合わせや詳細については、「共同親権を求める医師の会」joint-parenting@sanaicom.biz まで
ご連絡ください。 
 

 
 


